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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
交
付
な
ど
の
夜
間
窓

口
の
ご
案
内

◆
５
月
の
開
設
日

　
５
月
12
日
㈭
、
26
日
㈭

　

午
後
５
時
15
分
～
午
後
７
時　

◆
受
付
業
務

 
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

 

・
電
子
証
明
書
の
更
新

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
暗
証
番

　

号
再
設
定

◆
問
い
合
わ
せ

　

町
住
民
保
健
課
住
民
グ
ル
ー
プ

　
（
窓
口
①
番
）

　

☎
�
７
５
０
９

通
行
規
制
区
間
へ
の
進
入
の
危
険
性

に
つ
い
て 

　

道
路
で
災
害
が
発
生
し
た
場
合
な

ど
に
は
通
行
止
め
な
ど
の
規
制
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　

通
行
止
め
区
間
へ
脇
道
な
ど
か
ら

侵
入
す
る
と
、
損
壊
し
た
道
路
か
ら

の
転
落
や
、
崩
落
し
た
土
砂
に
巻
き

込
ま
れ
る
な
ど
の
重
大
な
事
故
に
繋

が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
大
変
危
険

で
す
の
で
指
定
さ
れ
た
迂
回
路
の
ご

利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
通
行
規
制
の
状
況
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

通
行
規
制
情
報
（
北
海
道
地
区
道
路

情
報
の
ペ
ー
ジ
）

https://info-road.hdb.hkd.m
lit.

go.jp/RoadInfo/index.htm

は
し
ご
自
動
車
お
よ
び
消
防
ポ
ン
プ

車
の
競
売
の
お
知
ら
せ

◆
競
売
物
件

・
平
成
６
年
製　

は
し
ご
自
動
車

・
平
成
６
年
製　

消
防
ポ
ン
プ
自
動

  

車
Ｃ
Ｄ
‐
Ⅱ
型

◆
競
売
日
時

　
５
月
25
日
㈬　

午
前
10
時
～

・
競
売
場
所

　

南
空
知
消
防
組
合
消
防
本
部

◆
入
札
資
格
要
件

　
　

物
件
説
明
期
間
内
に
物
件
を
直

接
確
認
さ
れ
た
方
に
限
り
ま
す
。

◆
物
件
説
明
期
間

　
５
月
９
日
㈪
～
20
日
㈮

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
説
明
時
に
、
入
札
関
係
書
類
を
お

渡
し
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

南
空
知
消
防
組
合
消
防
署

　

☎
�
０
１
５
０

危
険
物
取
扱
者
試
験

◆
試
験
日

　
６
月
19
日
㈰

◆
試
験
場
所
・
種
類

　

札
幌
市

　

甲
種
、
乙
種（
第
１
～
６
類
）丙
種

◆
受
験
資
格

　

乙
種
、
丙
種
は
制
限
な
し

◆
試
験
願
書
の
受
付
期
間

　

電
子
申
請

　
５
月
６
日
㈮
～
13
日
㈮　

　

書
面
申
請

　
５
月
９
日
㈪
～
16
日
㈪

◆
願
書
請
求
先
・
問
い
合
わ
せ

　

南
空
知
消
防
組
合
消
防
署

　

生
活
安
全
課

　

☎
�
０
１
５
０

　

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　

北
海
道
支
部

　

☎
０
１
１
（
２
０
５
）
５
３
７
１

【
準
備
講
習
】

※
未
受
講
の
方
で
も
試
験
へ
の
申
込

は
可
能
で
す
。

◆
講
習
場
所
・
日
程

　

札
幌
市
（
北
農
健
保
会
館
）

　

5
月
31
日
㈫
、
6
月
１
日
㈬

　

午
前
９
時
半
～
午
後
５
時

◆
内　

容

・
危
険
物
に
関
す
る
法
令

・
基
礎
的
な
物
理
学
お
よ
び
化
学

55 月月 3131 日（火）日（火）

※納税が困難な場合は、申請により徴収の猶予ができますので
　収納グループにご相談ください。町税納期限

納 税 な ど の 相 談納 税 な ど の 相 談町税務課課税グループ ☎ 7 3 - 7 5 0 4 町税務課収納グループ ☎ 7 3 - 7 5 0 6課税内容の問い合わせ課税内容の問い合わせ

固 定 資 産 税　　　①期

軽 自 動 車 税　　　全期

全てコンビニ・
スマートフォンで
納付ができます}

・
危
険
物
の
性
質
並
び
に
そ
の
火
災

予
防
お
よ
び
消
火
の
方
法  

ほ
か

◆
受
付
期
間

　

講
習
日
の
10
日
前
ま
で
（
定
員
に

な
り
次
第
締
切
）

◆
願
書
請
求
先
・
問
い
合
わ
せ

　

南
空
知
消
防
組
合
消
防
署

　

生
活
安
全
課

　

☎
�
０
１
５
０

　

北
海
道
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会

　

☎
０
１
１
（
２
０
５
）
５
０
８
８

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習

◆
講
習
場
所
・
日
程

・
札
幌
市
（
北
海
道
自
治
労
会
館
）

　
６
月
１
日
㈬
、
2
日
㈭

・
岩
見
沢
市
（
岩
見
沢
市
民
文
化
会

　

館
「
ま
な
み
ー
る
」
）

　
６
月
８
日
㈬
、
９
日
㈭

◆
受
講
対
象

〇
危
険
物
取
扱
者
の
従
事
者
で
令
和

２
年
３
月
31
日
以
前
に
保
安
講
習

を
受
講
さ
れ
た
方

〇
新
た
に
危
険
物
取
扱
者
で
従
事
さ

れ
る
方
は
、
免
状
交
付
日
ま
た
は

保
安
講
習
受
講
日
以
降
の
最
初
の

４
月
１
日
か
ら
３
年
以
内
に
受
講

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◆
受
付
期
間

　

講
習
日
の
10
日
前
ま
で
（
定
員
に

な
り
次
第
締
切
）

く
ら
し

募

集

試

験

く
ら
し

募
　
集

相
　
談

試
　
験

5
ま ち の i n

f o m a t i o
n

月
May

無
料
法
律
相
談

◆
日

時　

　
５
月
20
日
㈮　

午
後
１
時
～
４
時

◆
場

所

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー「
し
ゃ
る
る
」

◆
内

容　

札
幌
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
に

よ
る
30
分
程
度
の
法
律
相
談

◆
申
込
方
法

　

事
前
に
電
話
で
予
約

◆
相
談
料　

　

無
料
（
定
員
６
人
）

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
�
１
３
２
２

相

談

  広告

特
設
無
料
人
権
・
困
り
ご
と
相
談
所

の
開
設

　
　

い
じ
め
、
差
別
、
虐
待
、
家
庭

内
で
の
暴
力
、
職
場
で
の
嫌
が
ら

せ
、
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、

身
近
な
事
で
困
っ
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
　

人
権
擁
護
委
員
が
ご
相
談
に
応

じ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

◆
日　

時    

　
６
月
１
日
㈬　

午
前
10
時
～
正
午

◆
場　

所

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー「
し
ゃ
る
る
」

三上委員  鈴木委員  土田委員  高橋委員

◆
願
書
請
求
先
・
問
い
合
わ
せ

　

南
空
知
消
防
組
合
消
防
署

　

生
活
安
全
課

　

☎
�
０
１
５
０

　

北
海
道
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会

　

☎
０
１
１
（
２
０
５
）
５
０
８
８

令
和
４
年
度
調
理
師
試
験

◆
試
験
日
時

　
８
月
25
日
㈭

　

午
後
１
時
半
～
午
後
４
時

◆
試
験
場
所

　

札
幌
市

◆
受
験
資
格

　

高
等
学
校
入
学
資
格
を
有
す
る
者

で
、
令
和
４
年
５
月
20
日
ま
で
に

２
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し

た
者

※
従
事
し
た
営
業
形
態
や
雇
用
状
況

に
よ
り
、
受
験
資
格
の
要
件
に
満

た
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
願
書
受
付
期
間

　
５
月
９
日
㈪
～
20
日
㈮

◆
受
験
手
数
料

　

6
9
0
0
円
に
相
当
す
る
額
面
の

北
海
道
収
入
証
紙

◆
問
い
合
わ
せ

　

北
海
道
岩
見
沢
保
健
所

　
企
画
総
務
課
（
調
理
師
試
験
担
当
）

　

☎
０
１
２
６
（
２
０
）
０
１
１
６

みんなの

水 道水 道

　水道水は皆さんの水道料金によって、給水、維持さ
れています。
　このため、水道料金の納付が滞った場合、水道事業
の運営に支障をきたすことから、納入期限までにお支
払いがなければ、給水停止予告通知書を発送します。
その上でお支払いいただけない場合は、やむを得ず給
水停止を行いますので、期限内のお支払いをお願いし
ます。

【問い合わせ】町上下水道課　☎ 73-7514

◆
相
談
料　

　

無
料
（
予
約
不
要
）

◆
相
談
員    

　

栗
山
町
人
権
擁
護
委
員
、
札
幌
法

務
局
岩
見
沢
支
局
職
員

◆
問
い
合
わ
せ

　

札
幌
法
務
局
岩
見
沢
支
局

　

☎
０
１
２
６
㉒
０
６
１
９未納者には給水を停止します未納者には給水を停止します
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今年度の事業を募集します！

【申込先・問い合わせ】　町経営企画課地域政策グループ　☎ 73-7502

「栗山町まちの魅力アップ応援事業交付金」「栗山町まちの魅力アップ応援事業交付金」「栗山町まちの魅力アップ応援事業交付金」「栗山町まちの魅力アップ応援事業交付金」「栗山町まちの魅力アップ応援事業交付金」

○
地
域
の
魅
力
的
な
場
所
を
再
発
見
す

　

る
た
め
の
イ
ベ
ン
ト

例
フ
ッ
ト
パ
ス
や
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
、

　

サ
イ
ク
リ
ン
グ
な
ど

○
食
の
魅
力
を
活
用
し
た
体
験
事
業

例
食
の
体
験
イ
ベ
ン
ト
、
創
作
料
理
コ

　

ン
テ
ス
ト
や
特
産
品
の
開
発
な
ど

◆
対
象
外
事
業

○
従
来
か
ら
の
継
続
事
業

※
た
だ
し
、
本
制
度
の
目
的
に
沿
っ
て

　

新
た
な
町
民
団
体
相
互
の
連
携
や
効

　

果
を
生
み
出
す
た
め
の
事
業
の
充
実

が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
上
記
問

い
合
わ
せ
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
町
の
他
の
補
助
制
度
を
活
用
し
た

事
業

◆
対
象
事
業
期
間　
　

　

令
和
５
年
３
月
31
日
㈮
ま
で

◆
交
付
金
額

　

１
事
業
に
つ
き
、１
年
目
は
30
万
円
、

２
年
目
は
24
万
円
、
３
年
目
は
15
万

円
が
上
限（
町
で
審
査
を
行
い
決
定
）

◆
対
象
経
費

　

対
象
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
直
接

　

必
要
な
経
費（
募
集
要
領
に
掲
載
）

◆
申
請
方
法

　

所
定
の
申
請
書
類
を
町
経
営
企
画
課

に
提
出

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
下
Q
R

コ
ー
ド
）に
掲
載
し
て
い
る「
募
集
要

領
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
様
式
デ
ー
タ
も
ダ
ウ
ン

　

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

＝
昨
年
度
の
採
択
事
業
＝

○
ぐ
る
っ
と
栗
山
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

　

ぐ
る
っ
と
栗
山
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
実

行
委
員
会

○
も
っ
た
い
な
い
キ
ッ
チ
ン
ｉ
ｎ
栗
山

　
～
食
を
通
じ
て
「
も
っ
た
い
な
い
」

を
考
え
る
～

　

つ
な
ぐ
く
ら
し
ラ
ボ

　「
栗
山
町
ま
ち
の
魅
力
ア
ッ
プ
応

援
事
業
交
付
金
」
は
、
町
民
団
体
相

互
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
新
た
な

活
性
化
事
業
を
応
援
す
る
た
め
の

交
付
金
制
度
で
す
。

　
◆
対
象
団
体

　

次
の
全
て
を
満
た
す
団
体

○
町
内
の
公
益
活
動
団
体（
町
民
団
体
）

　

ま
た
は
こ
れ
ら
の
連
合
体
で
あ
る

こ
と

○
主
な
構
成
員
が
、
町
内
在
住
、
在
勤
、

　

ま
た
は
在
学
の
者
で
あ
る
こ
と

○
５
人
以
上
で
構
成
さ
れ
、
代
表
者
が

　

18
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

○
規
則
、
会
則
な
ど
を
有
し
、
適
切
な

　

会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

例
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、

　

サ
ー
ク
ル
、
介
護
学
校
生
で
つ
く
る

　

組
織
な
ど

◆
対
象
事
業

　

他
の
団
体
と
の
連
携
・
協
力
に
よ
る

ま
ち
の
魅
力
を
生
か
し
た
地
域
活
性

化
・
に
ぎ
わ
い
創
出
事
業
が
対
象

○
地
域
の
魅
力
を
高
め
る
た
め
の
環
境

　

美
化
、
装
飾
事
業

例
広
場
や
通
り
な
ど
の
美
化
活
動
、
緑

　

化
活
動
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
装
飾

　

な
ど

もったいないキッチンin栗山～食を通じて「もっ
たいない」を考える～（10月16日）

  広告

  広告

　「学生納付特例制度」は、前年所得が基準以下の学生の方を対象とした、国民年金保険料の納
付が猶予される制度です。
　保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。

【学生納付特例のメリット】
○老齢基礎年金を受給するために必要な期間（受給資格期間）に算入されます。
○病気やけがで障がいが残ったときに障害基礎年金を受給できます。

【対象となる方】
大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校（修業年限が１年以上
の課程のある学校）に在籍する学生で、ご本人の所得が基準以下の方

※前年所得の目安は、128 万円＋扶養親族等の数× 38 万円＋社会保険料控除等以下です。
【申請に必要なもの】

年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証または在学証明書
※学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る

老齢基礎年金額は少なくなります。
承認を受けた期間の保険料は、10 年以内であれば、後から納めること（追納）ができます。

【問い合わせ】　町住民保健課国保グループ　☎ 73-7508

保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」をご存じですか？

20 歳以上の学生の方へ20 歳以上の学生の方へ
国 民 年 金


